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原 著

司法解剖例における心中の検討

慶慮義塾大学医学部法医学教室

　 　　 　　匹念　　　　　　し　な　　　　　みつ　　　　　の　り

　　　　保　科　光　紀

　　　　　　　　　　　　　ABS丁RACT

Ajudicial　 autopsy　 study　 of　dot】ble・suicides

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mitsunnri　 Nosh7na,　 MILD.

Department　 of　Forensic　 Medicine,　 School　 of　Medicine.　 Keio　 University

Obfecl'昭 　 This　 study　 was　 designed　 to　 investigate　 murder・suicide　 cases　 and　 doub且e・suicides　 agreed　 on　 by

both　 parties,　 by　 means　 of　 judicial　 autopsies　 performed　 at　 the　 Department　 of　 Forensic　 Medicine,　 School　 of

Medicine,　 Keio　 University,　 to　elucidate　 the　 characteristics　 of　 both　 double・suicide　 types.　 and　 to　compare　 do・

mestic　 cases　 with　 foreign　 cases.

Methods　 Autopsy　 records　 of　 7,276　 corpses,　 on　 which　 judicial　 autopsies　 had　 been　 performed　 at　 the

Department　 of　 Forensic　 Medicine,　 School　 of　 Medicine.　 Keio　 University　 during　 the　 period　 from　 September

l945　 to　 December　 2003,　 were　 investigated　 and　 cases　 oI　 murder・suicide　 and　 double・suicide,　 i.e.　agreed　 upon

by　 both　 parties,　 were　 extracted.　 Offender-victim　 relationships,　 motives　 for　 double-suicides,　 and　 methods　 of

homicide　 were　 analyzed　 in　 individual　 cases.　 All　 cases　 were　 compared　 with　 foreign　 cases　 in　 terms　 of　 these

points　 in　 the且iterature.

Resuhs　 There　 were　 259　 murder・suicides　 and　 39　 double・suicides.　 as　 deIined　 above.　 The　 largest　 number,　 v　i　a

of　 the　 259　 cases,　 were　 parent・child　 suicides,　 In　 contrast,こhe　 largest　 numbers　 of　 foreign　 murder・suicides

were山ose　 due　 to　 a　failure　 in　 the　 relationship　 of　 a　couple.　 Although　 Ihe　 number　 of　 doub璽e・suicides　 agreed

on　 by　 both　 parties　 between　 male　 and　 female　 lovers　 has　 been　 believed　 to　 be　 large　 in　 Japan,　 the　 number　 was

actually　 small,　 only　 22.　 This　 tendency　 was　 recognized　 in　 the　 foreign　 cases　 as　 well.　 In　 the　 majority　 of

parent-child　 murder-suicides,　 the　 motive　 was　 maternal　 depression,　 which　 correlated　 with　 child　 rearing.　 In

double-suicide　 cases　 involving　 elderly　 couples,　 health　 problems　 and　 questions　 regarding　 their　 livelihood

were　 important　 motives.　 In　 the　 larsest　 number　 of　 suicides,　 in　 which　 one　 person　 kills　 the　 other　 and　 them

him/herself　 based　 on　 a　 pact.　 the　 method　 of　 killing　 the　 partner　 was　 strangulation,　 in　 contrast　 to　 cases

abroad　 i"which　 firearms　 were　 used　 in　 the　 majority　 of　 cases.正n　 manq　 of　 the　 doub且e-suicides　 the　 methods

were　 nonviolent,　 i.e.,　carbon　 monoxide　 poisoning,　 hypnotic　 poisoning,　 etc.

('onc伽5'o"It　 was　 considered　 important　 for　 prevention　 o(murder-suicides　 to　 prevent　 isolation　 and　 despair

of　 mothers　 and[he　 elderly.　 The　 present　 study　 revealed　 the　 limitations,　 which　 are　 attributable　 cultural

differences,　 of　 a　comparison　 of　 domestic　 with　 foreign　 cases.　 Il　was　 considered　 necessary　 for　 future　 studies

of　 double-suicides　 to　 devise　 flexible　 definitions　 of　 double-suicides.

Key　 Words:murder　 fol巳owed　 by　 suicide.　 offender・victim　 relationship,　 methods　 of　 homicide,　 mercy　 kill・

　　　　　　　　　　ing,　suicide　 pact
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緒　　言

　 従 来,わ が 国 にお いて 「心 中 」 と い う言 葉 は,基 本 的

に は 相 思 相 愛 の 男 女 が 互 いの 合 意 の も と に 「自殺 」 す る

行 為 を 意味 し,「 情 死 」 な ど と も呼 ば れ て き た.心 巾 は

江 戸 時 代,特 に元 禄 に流 行 し,近 松,西 鶴 の 作 品 に好 ん

で 描 か れ,小 峰 はそ れ らの 影 響 に よ り 「物 に感 じ易 く情

に 熱 し易 い 青 年 男 女 の 心 酔 す る と こ ろ と な り,悲 恋 に 悩

む 者 の 中 に は これ らの 作 物 か ら暗 示 を受 けて 心 中 悲 劇 を

辿 る者 が輩 出 した」 と考 察 して い るP.一 方,海 外 文 献

で 「心 巾」 は 日本 に特 徴 的 で あ る と報 告 さ れ て お り2',

その 文 化的 背 景 と して 結 婚 にお し る制 約 や,義 理 と人 情

の 相 克,死 後 に来 世 で 結 ば れ る と い う民 間 信 仰 的 な解 釈

な ど が 挙 げ られ て い るai.ニヒに 精 神 医 学 の 論 文 で はsui・

cide　pact,す な わ ち約 束 の あ る 自殺 と紹 介 され る こ と

が 多 く(double　 suicideと も菖 わ れ る),法 医学 的 に は

多 くは男性 が 女 性 を 殺害 した後 に 自殺 す る とい う点 か ら,

murder　 followed　 by　suicide,ま た はmurder・suiclde。

す な わ ち加 害 者 の 自殺 を 伴 う殺 人 と記.載され る.つ ま り,

合意 の あ る心 中 と いえ ど も現 象 的 に は殺 人 と その 短 時 間

後 に続 く加 害 者 の 目殺 の 複 合で あ る と考 え られて い る.

この よ うに研 究 者 に よ って,ま た 合意 の 有 無 と加 害,被

害 の 関 係 の ど ち らに重 きを置 くか に よ ってsuicide　 pact

とmurder-suicideは しば しば混1司 して用 い られ て きた.

加害 者 と被 害 者 の意 志 が 同 等 の場 合 をsuicide　 pact,加

害 者 の 意志 が 優 越 す る場 合 をmurder　 followed　 by　sui・

cideと す る考 え 方 もあ る`'.わ が 国 で は1960隼 代以 降,

母子 心 中 が 最 も 多 く,家 庭 崩 壊 や 取 り残 され た家 族,特

に子 供 の心 的 外 傷後 ス トレス隊 害,い わ ゆ るpost　 trau・

matic　 stress　disorder(PTSD)の 問 題 な ど法 医学 と精 神

医 学 の両 方 の 範 畷 に ま た が り,両 者 の協 力 の もと に そ の

防 止 に努 め な け れば な らな い重 要 な領域 を 占め て い るが,

無理 心 中 に関 す る研 究 の 多 くは症 例 報告 に と ど ま って い

る.こ の ため,研 究 者 に よ って 異 な って い る無 理心 中 や

心 巾 の 定 義 を統 一 す る ため に肇者 の 考 え る定 義 を 示 し,

わ が 国 で の これ らの 特 微 を明 らか に し,海 外 との比 較 を

行 い,防 止 策 を 検 討 す る ため に 本研 究 を 企 図 した.

対象ならびに方法

　1945年9月 か ら2003年 且2月 までの期間に慶慮義

塾大学医学部法医学教室で施行された司法解剖(総 数

7276体)の 解剖記録を調査 し,無 理心巾および合意の

ある心中の事例を抽出 した.解 剖記録 は司法解剖の総多舌

であり,死 因.創 傷の部位と形態,凶 器,死 斑や死後硬

o'〔の糧度,ア ルコールや薬物の定挫,定 量などの医学的

な所見の他,加 害者(記 録巾では被疑者 と呼ばれる)の

氏名や遺体を持 ち込んだ警察署名,加 宵者と被害者の関

係.三1`件の状況 など社会的な情報にっいて も記載されて

いる.こ の事件の状況に関する記載を参照 して心巾事例

を抽出し,合 意の有無や動機についても判定 した。 しか

し記載者によって事件の状況の記載の詳 しさは大きく異

なり,新 聞記事なみに詳細なものから金く記載されてい

ないものまで見られ,よ って記載が不十分なために全例

を把握出来ていない可能性は否定できない.本 研究では

加害者の自殺が未遂の事例も含あ,総 計298例,う ち

259例 の無理心中を認め(総 数306体),39例 が合意

のある心tで あった.加 害者が殺人の自責感から後に自

殺 した例や加害者と無関係な披害者が犯罪に巻き込まれ

て殺された例は本研究の対象から除外 した.無 理心中に

ついては解剖記録をもとに加,a者 と破害者の統計的特徴,

年齢分布,関 係,動 機,殺 人の手段などについて分析し

た.司 法解剖は原則的に事件の一両日中に行われるため,

その時点で心中であることが判明 している事例が解剖記

録に心巾として記載され,そ のような事例を本研究では

抽出 しているが,1984年 以降の事例は鯛日新聞のデー

タベースを検索 し,該 当事件の新聞記事があればそれを

参照した.そ れによって新たに心中であることが判明 し

た事例は認めなかった.ま た,1989年 か ら2003年 ま

での間の殺人の305例(総 数321体)に っいて同様の

分trを 行い,無 理心中と比較した.無 理心中と合意のあ

る心中についても比較を行った.精 神医学的診断につい

ては解剖記録に記載されたものを使用 し,遺 族や関係者

への面接,か かりっけ医のカルテの閲覧は行わなか った.

結　　果

i.加 害 者 と破 害 者 の統 計 的 特 徴

　無 理心 巾 の 加 害 者 は 男性 が104人,女 性 が149人 で

あ り,記 録 の 不 備 か ら6人 が 性 別 不詳 で あ った,無 理 心

中 の 被 害 者 は 男 性 がiza人,女 性 が182人 で あ った,

無 理 心 中 の加 害 者 の1=均 年 齢 は42.2歳,被 害 者 の 平 均

年 齢 は22.5歳 で あ った.殺 人 の 加 害 者 の 平 均 年 齢 は

38.0歳 で あ っ た.一 方,殺 人 の 加 害 者 は男 性 が203人,

女 性 が28人(他 は記 録 の 不 備 に よ り不 詳)で あ り,殺

人 の 被 害 者 は男 性 が226人,女 性 が95人 で あ っ た,無

理 心 中 で は 加,a者,被 害者 と も女 挑 が 多 いが,殺 人 で は

加 害 者,被 害 者 と も男 性 が 多 い.事 件 発 生 時 の 飲 酒 状 況

は,無 理 心rl1の 被 害 者 の21人 か ら血 液 中 よ り ア ル コ ー

ルが 険 出 され,そ の う ち9人(3%)がlll仲 ア ル コ ー ル
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第1表 　無理心中の加書者,酸 怨者の年齢分布 第2表 　加害者と綾署者の関係(無 理心巾)

卑齢 男性!女性

(加害者)

男性/女性　 1
(被善者)　 1

i
「

1敬 未満 26/22

1～9 53/40

10～19 0/1 10/16

20一 一29 1AJ31 10/38

30^一39 17J36 7/17
t
i

lAO一 一49 toiiz 2/10

50^一59 12J15 5/10

60～69 8/3 2/10

70^一79 9/1 2/iz

80^一89 3/2 3/5

90^一 o/a 0ハ

卑齢不詳 37/A8 4!1
l
l

総計(人) iio/ins izn/laz　 I.
ζ

琿子 ua

夫婦 53

内縁 2且

恋愛 16

一家心巾 且3

父子 iz

1　 鰍 し iz

孫殺し n

姉嫁 z

姑の嫁殺し 1

入院患者同士 L

不r to

1　　 糊 卜(例) 259

第3表 母子心中の母親の塚齢(歳)

濃度1mg/ml以 上であり,殺 人の破害者の101人 から

血液中 よ りアルコールが検出 され,そ の うち48人

(15%)がn皿 中アルコール濃度1mg/m1以 上であ った,

年代別では,無 理心中の加害者は30歳 代が53人(う

ち女性が36人),20代 が45人(う ち女性が31人)の

順で多く,女 性の占める割合が高か った(表 藍),無 理

心中の波筈者は1歳 以上10歳 未満が93人(う ち女性

がno人),1歳 未満と20歳 代が各48人(そ れぞれ女

性が22人,38人)と いう順に多 く,子 供の被害者に

刻 生が特に多いということはな く,男 女 ともほぼ同数で

あることが分かった(表1).遺 書は無理心中事例のう

ち39例 で残されていた.

10～19(歳 》

20^一?A

25^29

30^一3A

35^一39

no-ns

50^一

不 詐

1

7

17

20

9

且0

`1

A3(人)

第4淡 　母子心中の鼓害者の年齢(歳)

2,加 害者 と被害者の関係

　加害者と被害者の関係は母子心中が般 も多 く,恋 人 ど

うしの無理心中は16例 と少なか った(表2) .ま た,

母子心中の加害者は30歳 代の母親が多 く(表3).被

害者は1歳 未満が多かった(表4).波 害者の人数は1

人が96例,2人 が12例,3人 が2例 であった.一 家

心巾では13例 のうち10例 は夫が加害者であ り,う ち

5例 の夫が30歳 代であった.合 意のある心 巾(39例)

の巾では恋人 どうしのものが22例 であった.ま た殺人

の加害者と破筈者の関係を比較すると,殺 人では知人

(友人,同 僚,上 司,隣 人など)(86例)、 無関係(60

例)の 順に多 く,無 理心中のように肉親の間での事例は

少なかった.

'1…後1ゲ 月 以 内

2ヴ 月か ら半 年

7ヶ 月～uヶ 月

1～4

5～9

且0～14

且5^一19

20^一

8

zs

10

38

29

9

z

5(人)

第5汲 　母子心中の動機(解 剖記録に記載のあったもの)

育 児 ノイ ローゼ

家醍 内不 和

子供の病 気

rkiuの 絹 気

父親の絹 気,死

経済1'alNtl

子供の家 庭内暴 力

子供の進 学問題

2?

9

8

4

z

2

1

1(鯉)
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第6表 　夫が 加害 膏の場 合の夫婦間の無理心中の動機(解 剖記録 にPLPSの あったもの)

年代(夫 の 年齢)

za

30

40

50

60

70

8・
繍

数件総

5

8

3

9

5

8

1

39(例}

動 機 〔件)

加害者 の病 気(D

家 庭内不 和(5)

家 庭内不 和(2)

家 庭内不 和(2),経 済問題(3)

妻 の病 気(2),夫 婦 とも病気(D

家 庭内不 和(1),経 済問題(D

妻の病気(3),夫 婦 ともNixl(3)

家 庭内 不和(1).縫 済問題(D

斐の病気(D

3.無 理心中の勤機および殺人との比較

　動機は解剖記録の記載に従って分類し,複 数認められ

る場合はそれぞれをひと.っと数えた.ま た,記 載が不一卜

分であるため,心 中であることは分かっても動機が不明

な事例も見られた.加 害者と破害者の関係別に動機を表

に示す(表5,6).母 子心中では育児ノイローゼが最 も

重要な動機であり(表5),以 ド家庭内不和.子 供の病

気が続き,「子供がかわいそうだから道趣れに して死ぬ」

といった愛他的な動機が続 く.ま た,夫 婦間の無理心中

の動機は年代が低い夫婦では家庭内不和が多 く,年 代が

高 くなるに従い病気や経済問題が目立っようになる(表

6).内 縁間の動機は 「別れ話」がU例(52%)と 最

も多く.海 外での無理心rρの動機と類似していた.恋 人

どうしの場合,結 婚に反対されたという動機は1例 しか

見られなか った.一 家心中では動機が判明 した5例 中経

済問題が動機のものが2例 あり.経 済問題が重要である

ことが分かった.父 子心中は動機が判明 した6例 のうち

4例 が父子家庭であり,育 児疲れや子供の病気など母子

心中に似たような理出が多い,親 殺 し心巾は12例 のう

ち6例 が病気や寝たきりの親を殺したものであり,介 護

疲れが動機と考えられる.係 殺 し,姉 妹の心中は全例の

動機が不詳であった.姑 の嫁殺しは肴病疲れ,入 院患者

どうしは加害者,　 {i者 とも結核病院で長期療養中であっ

た.一 方,殺 人の動機と比較すると,知 人,無 関係の間

では口論,特 に飲酒の一isでのものが多く,親 子間でも口

論が8例 と最 も多いが,統 合失調症の子供に殺されたの

が5例 と次に多かった.夫 婦間でもU論 が多 く.子 殺 し

では子供や親の病気といった愛他的な動機が9例 であり.

それと並んで虐待が4例 見られた.子 殺 しでは親子心中

と似た動機が多 く,こ の中には死にきれなかった親 も含

まれていると考えられる.チ 殺 し以外は口論が殺人の上

な動機と言える.合 意のある心中39例 では32例 の動

第7表 　無理心中全体の加宙の手段

絞頸

距頭

邸口部閉塞

その他の窒息的手段

}j器

一酸`ヒ炭素叫1毒

焼死

溺死

&Gksに よる殴打

藁物中毒'

高所か らの飛 び降 り

電ll〔へ の飛び込 み

その他

不詳

gar

114

10

且8

且2

48

37

2且

M

8

7

馳

1

8

7

306●'(人)

●睡眠 薬5
,滑 酸 化 合物1,黄 燐i

。●総 解 剖 体 数 に一 致

第8表 　 母子心 中のlnt7fの手段

絞頸

距頸

獄 ロ部閉塞

その他の窒息的 手段

一酸fヒ炭 素中毒

溺死

藁物中n●

焼死

刃器

高所か らの飛 び降 り

電ilエへの飛 び込 み

その他

不詳

繍 卜

n2

4

13

4

33

13

6

・1

3

1

旦

L

z

且27'撃w

・睡 眠 薬5
,黄 燐1

・●被 害 者 の 解 剖 体 数 に 一 致
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保科:司 法解 剖例におけ る心 中の検ai

第9表 　無理心中の手段の年代 による変化

19A5年 一 且955年 ～ 且965年 ～ 且975年 ～ 1985年 ～ 1995匂 モ～

絞頸 5 且7 32 30 ]0 20

刃器 4 z 18 11 n 9

一酸化炭素 中.u L 8 26 z 0 0

陣 捌,毒 z 5 0 p　 　 I・　 　 1・㈹

機が不詳であり,不 倫や三跨関係の消算などの動機が1

例ずつ見られるが,特 に目立っ動機は見られなかった.

4.無 理心中の加害の手段

　手ESkはほとんどの事例が単一であったが,複 数ある場

合は死亡の直接的原因となった手段を加mの 手段とした,

その結果,絞 頸が最も多 く(表7),母 子心中(表8)

においても同様であった.し かし母子心中では刃器によ

る刺殺は少なく,一 酸化炭素中毒が多いなどより暴力的

でない手段が選ばれていることが分かった.溺 死 も母子

心中で特に選ばれることが多く,状 況としては母親が子

供を負ぶって,ま たは紐で縛って一緒に入水するもので

ある.銃 は無理心中では使用されなか った.合 意のある

心中の手段は睡眠薬中選(20例)が 最も多く,以 下一

酸化炭素中毒(13例),そ の他薬物(黄 燐など)(3例)

の順であり.暴 力的な手段ではなく同時に企図すること

が可能なものが選ばれていた.一 方,殺 人では刃器を手

段とするもの(128例)が 最 も多い.銃 を用いた殺人は

ほぽ全例が暴力団関係である.ま た,無 理心中の手段の

年代による変遷を見ると,絞 頸,刃 器はどの年代にも見

られるが,一 酸化炭素中毒は 且985fド(昭 和60年)以

降,薬 物中毒は1965年 以降見られなかった(表9),

考　　察

1.調 査対象例の問題点

　本研究では慶晦義塾大学医学部法医学教室で司法解剖

された事例のみを対象とした.慶 慮義塾大学医学部法医

学教室の司法解剖の管轄地域はかっては都区内から多摩

地域までの広い範囲に及んだが,医 大,医 学部の新設に

伴い徐々に縮小し,現 在では都区内の西半分のみとなる

など大きく変遷 している,ま た,近 年は司法解剖が当番

制 となり,管 轄内の事例であっても曜日によっては近隣

の他大学に委嘱されることもあり.全 例を把握すること

は困　iになっている.海 外でも州,郡,市 単位の研究は

あっても国 レベルでの研究は見られないが,本 研究 も事

例数は豊窩ではあるがあくまでも慶懸義塾大学医学部法

医学教室のail例を分析 したものであり,我 が国,あ るい

は東京都といった国や地域を代表する研究 とまでは言え

ない限界を詔める,

2.方 法 鎗 的 問 題

　 無 理 心 中 の 国 際 的 に 統 一 さ れ た 定 義 は な い.blarzuk

ら は殺 人 の 後 に 加 害 者 が1週 間 以 内 に 自 殺 し た場 合 を 無

理 心 中 と定 義 して い る がA。 文 献 に よ り殺 人 と 加 害 者 の

自殺 の間 隔 を1日 か ら3ヶ 月 ま で定 義 した もの が 見 られ

るRI]1,ま たMarzukは 加 害 者 が 自殺 未 遂 に終 わ っ た 例

を除 外 して い るが,妄 想 的,あ る い は 自 己 愛 的 な加 害 者

が軽 蔑 さ れ た り,昇 進 を 妨 げ られ た とい う.被害 妄想 を 抱

き,そ れ に 基 づ い て 同 僚 や 上 司 な ど を 殺 害 した後 に 自分

も自 殺 した 事 例 も含 め て お り,わ が 国 での 理 解 に馴 染 ま

な い面 もあ る.こ の よ うに国 や 地 域 に よ って定 義 が 異 な

る ことがiE確 な 比 較 を 困 難 に して い る.さ らに,無 理 心

中 と 合意 の あ る心 中 の 区 別 が あ い ま いで あ る 文献 も しば

しば 見 られ,例 え ば 親 子 心 中 は 基 本 的 に は親 の愛 他 主 義

の強 要 で あ り,殺 人 的 な 要 素 が 強 い た め 厳 密 に は無 理 心

1.1.rであ る が ,大 原 はdouble　 suicideの 巾 に10ve　 sui.

cide　pactと 親 子 心 中 を 併 記 して お り16),　Fishbainと

Aldrichは この 分 類 は誤 っ て い るの で は な い か と指 摘 し

て い る3P.ま た,　 FishbainとAldrichは,ほ ん と う に

日本 に特 徴 的 とい え る 「心 中Jは 恋 人 ど う しの 異 性心 中,

love　suicide　 pactな の で は な いの か と主 張 して い るが21,

本 研 究 で は 合 意 の あ る 心 中39例 の 中 でlove　 suicide

pactは22例 見 られ るの み で あ り,決 して心 中 全 体 の 中

で わ が 国 に特 徴 的 と言 え る ほ どの 数 を 占 め て い る と は言

え なか った.む し ろわ が 国 に特 徴 的 なの は 母子(無 理)

心 中 で あ る と言 え る.ま た事 例 の 個 別 性 か ら もあ え て 操

作 的 に殺 人 と加 害 者 の 自殺 の間 隔 を 区 切 って 議 論 す る こ

と は あ ま り意 味 が 無 い と考 え られ る.よ って 無 理 心 中,

心 巾 を箋 者 は次 の よ うに 緩 や か に定 義 す る.
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慶晦医学　83巻17(平 成 且8年3月)

無理心中(murder-suicide)

　「加害者が自殺する意志 をもって殺人を犯 した事例」

心中(suicide　 pact)

　「合意のあることが遺書やその他の状況か ら確認でき,

一酸化炭素巾毒や薬物中毒など暴力的でない,1司時に企

図出来る手段が用いられた耳`例で,一 方が知的,駕 齢的.

体力的に他方の意志 に逆 らえない関係を除外 したもの」

　 また,従 来の研究では動機に関 しても情神医学的な動

機と社会的な動機を区別 したものは見られない.例 えば

経済困難とうっが動機として併記されている場合であり,

それぞれ精神医学的な動機としてはうっ,社 会的な動機

としては経済困難というように区別 してpL4Nさ れるべ き

である.一 方,加 害者,鼓 害者の精神医学的診断を確定

するのは法医学的には困難であり,Allenが 指摘 してい

るように,警 察の聴取の際にある関係者がうっと言及す

ればそれが記録されて しまうなど法医学的な記録での精

神症状の記載は十分に信頼で きるものではない7;.こ の

ため関係者からの聴取により精紳科受診歴が確認される

か,あ るいは遺体の血液の薬物定性検査により向情神薬

が証明された事例を精神疾患があったと推定するのが法

医学的手法での限界と考えられる.正 確な診断を明らか

にするためにはRosen6aumle'の ように遺族や関係者へ

のインタピS一 を行う必要があるだろう.本 研究では加

害者,被 害者の背景にあるうっ状態にっいての明 らかな

データは入手できなかうた,し か し加害者のうつについ

ては海外文献では18～75%ま での広い範囲での報告が

あ り51,作 田η,の研究では56%を 示 している.ま た,本

研究では記録の不備のために表中に不詳 という項目が散

見される結果 となった.特 に加害者に関する情報は不詳

な点が多 く,今 後の研究のために系統的な記録体系の整

備が必要 と考えられた.

3.海 外 で の無 理 心 中 の 特 徴

　 ア メ リ カ に お け る無 理 心 中 　 130.2^一 〇.3件/人 口10

万/年 で あ り,殺 人 率 の10偉/人 口io万/年 と比 べ 井 常

に稀 で あ る5〕.加 害 者 は ほ とん ど の 報 告 で 男性 が 旺 倒 的

に 多 く,約75～90%で あ り,被 害 者 は60～90%が 女

性 で あ る.加 書 者 と被害 者 の 関 係 は夫 婦 あ る い は恋 人同

士 が最 も多 い.親 子 心 中 は子 供 の犠 牲 者 の割 合 で 見 る と,

パ リ とそ の 近 郊 で45%el,香 港 で35.7%91,カ ナ ダの ケ

ベ ッ クで35%101で あ る の が 目立 っ .ア メ リカ で は 父 親

が 加 害 者 で あ る こ と が 多 く,40～60%の 子 供 が 父 親 に

殺 され て い るが51111,逆 に オ ー ス トラ リ ア12}では約 半 数,

香港 で は69.2%の 加 害 者 が 母親 で あ る9/.動 機 に関 して

Marzukら は無 理 心 中 を 二 っ の サ ブ グル ー プ に分 け て説

明 して い るL.一 っ は 恋 愛 上 の 嫉 妬 の タ イプ で,加 害 者

は通 常 若 い 男 性 で あ り,カ ップ ル の関 係 の 破 綻 や 男 性 の

女 性 に 対 す る時 に 妄想 的 と も言 え る不 貞 の 疑 い が 動 機 で

あ り,無 理心 中 に 先 立 ち 言 葉 や 身 体的 な 暴 力 が 見 られ,

女 性 の 拒 絶 や 別 れ る とい う脅 しが 引 き金 と な る もの.も

う一 っ は健 康 状 態 悪 化 の タ イプ で,加 筈 者 は病 身 の 妻 の

而 倒 をみ て い る高 齢 男 性 で あ り,一 方,あ る い は ど ち ら

も健 康 をtoな って い る,と い う もの で あ る.海 外 の 文 献

で は 前 者 が 多 く,ア メ リカで は無 理心 中 の50-V75%を

占 め るSi.後 者 は被 害 者 を 「憐 れ ん で 」 殺 害 す る と い う

側 而 か ら,mercy　 killingと 呼 ば れ る こ と もあ る.前 者

の加i1者 の 平 均 年 齢 は40歳 前 後 で あ り,殺 人 の 加 警 者

よ り も平 均 隼 齢 が 高 い とす る研 究 が 多 いai,動 機 は親 子

心 巾 の場 合,父 親 が加 害 者 の と き に は カ ップ ルの 関 係 の

破 綻 に 子供 を 巻 き込 む場 合が 多 く,拡 大 自 殺 と も表 現 さ

れ る61.経 済 問 題 は動 機 と して あ ま り 多 く は な く.香

港ofで25%と 多 い ほ か は パlj"'の5.4%,英 国 の ヨ ー ク

シ ャー,ハ ンバ ー サ イ ドlflでは11%を 示 す 程 度 で あ る

が,高 齢 者 で は不 健康 と並 ん で 亟 要 な 動 機 で あ る とす る

文 献 も見 られ るjai.精 神 疾患 の 関'=ti3,ニ ュー メキ シ コ

州 ア ルバ カ ー キ で1978年 か ら1987　 の 間 に起 こ った

12件 の 無 理 心 中 の 死 亡 者 の 家 族,友 人,親 類 に イ ン タ

ビ}　 を 行 ったRasenbaumの 研 究 で は,無 理 心 中 の

加r者 の75%A;Diagnostic　 and　 Statistical　Manual且of

Mental　 Disorders,Revised　 Third　 Edition　 IDSM-II[R)

診 断1fM1151の うっ病 性 障 害 に一 致 しt.:s.同 じ研 究 で は,

無 理 心 巾 の犠 牲 者 で は 精 神疾 患 は見 られ な か った.ま た,

24f'rの 殺 人 事 件 の カ ップ ル と比 較 す る と,殺 人 事 件 の

加 くp者,被 筈 者 と も無 理 心 中 の カ ップ ルに比 べ て 人格 瞭

害(特 に反 社 会 性).ア ル コー ル依 存 、 薬 物 乱 用 と診 断

され る者 が 多 か った.こ の た め 殺 人')t件 の 加害 者,披 害

者 は犯罪 歴 が あ る もの が 多 く,xt会 経 済 的 地 位 も低 いの

が 特徴 で あ った,ア メ リカで 無 理心 中 の 　 くrm,_,の手 段 と し

て 最 も 多 い の は銃 で あ る.Marzukら は1966年 以 降 の

文献 を調 査 し,無 理 心 中 に銃 が 使 わ れ た の は80～90%

で あ る と述 べ て お り5.,ア メ リカ に お け る銃 の 入 手 の容

易 さが 加 害 の 手段 に反 映 され て い る と考 え られ る.他 の

国 々で も銃 の 入 手 が 容 易 で あ る と こ ろ で は射 殺 が 多 く,

逆 に銃 の 規 制 が 厳 しい 香港 で は56例 の う ちわ ず か1例

しか な か っ たbl.加u者 の 自殺 の 手 段 は銃 の 入手 が 容 易

な国 々 で は殺 人 と 同 様 に銃 で あ る が,香 港 で は高 所 か ら

の 飛 び降 りが最 も多 く,48%で あ ったyl.

4.日 本での無理心中の特徴

　腎察白書や警視庁統計書などには心巾という分類がな
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保科;司 法解剖例にお ける.心中の検u't

いことから,わ が国における近年の無理心中に関する情

報を入手するのは困難である.そ れは,心 巾が殺人と自

殺に分けられるためと考えられる.こ のため,心 中とい

う分類が存在した頃の古い文献を見ると,心 中の全ての

自殺に占める割合は,1993年 の警察庁資料では全自殺

のL6%で ある.ま た,心 巾発生率は1970年 頃の警視

庁統計書では人口10万 あたり0.3前 後であるm.恋 人

どうしの異性心中は戦後の混乱期には少なかったものの,

且950隼 代にはすべての心中の半数前後を占め,大 原に

よれば1954隼 のわが国での 「複数 自殺Jの うち58%

が異性心 中であり,母 子心中はわずか18%に す ぎな

いim.と ころが異性心中は1960年 代に入ると激減 し,

以後は母子心中がすべての心巾の半数以上を占めるよう

になる巳7}.1970年 から1984年 までの15年 間に地方紙

に掲d4さ れた心中事例を調査した研究によれば,す べて

の心中に対する母子心中の割合は.Ff｣{t!県 で67%,全

国で50,4%で あった191.ま た警察との協力で行われた

作田の報告では,加 害者の48%が 母親であったro..

5.海 外文献との比較

　 1970年 頃の警視庁統計書では心中率は0.3前 後であ

り,ア メljカ の0.2～03と 似てお り,無 理心中率は先

進国の間ではどこもほぽ同一であるという海外文献の記

載5'とも一致 している.ま た,本 研究では無理心中の加

害者の平均年齢(42.2歳)の 方が殺人の加害者の平均

年齢(38.0歳)よ りも高 く,こ の点 も無理心中の加害

者の平均隼齢の方が殺人の加害者の平均年齢よ りも高い

という海外文献の記載と一致 している6〕.一方,海 外 と

の大きな違いは,ま ず海外では配偶者や恋人の間の無理

心巾が最も多いのに対 し,わ が国では母子心中が最 も多

いことである.ヨ ークシャーやハ ンパーサ イド13,2"では

74%の 被害者が配偶者あるいは恋人であるのに対 し,

本研究では配偶者,恋 人である破害者は内縁を合わせて

も41%で ある.ま た,本 研究では件数で見ると母子心

巾が42%と 最 も多 く,子 供の被害者の割合では父子,

一家心中 まで含めると 且62人 ,53%の 破害者が子供で

あるが,海 外ではパ リとその近郊tl:は45%,シ カゴ靴 ま

7.5%で しかない.母 子心中が多いことは被害者のr=均

年齢にも影響 しており,例 えば香ELIで は32.3歳 である

のに対 し,本 研究では22.5歳 と非常に若い.こ のよ う

にわが国で母子心中が多い理由は,わ が国では母子心中

に対する市民の反応は概して批判的ではなくむ しろ同情

的であるためと考えられる.一 方,海 外で関係の破綻に

より配偶者.恋 人が被害者になることが多い理由は,男

性の女性に対する性的独占,支 配欲が強いことによると

されているs..ま た,無 理心中の加害者の牲別 は海外で

は男挫が80～90%で あるのに対 し,本 研究では女性が

59%と 過.ｰt=数であることも相違点であるが,こ れ もわ

が国において母子心中が多いことの反映であろう.一 方,

無理心中の被害者 は梅外では女性が70^一85%で あるの

に対 し本研究では女性が59%で,海 外に比べ女性の割

合が少ない.こ れは,破 害者の46%を 【liめる10歳 未

満の子供では男控,女 性 ともほぼ同数であるためと考え

られる.且0歳 未満の子供の鼓害者で9;N1:と女牲の間に

差が少ないのは,小 さい子供であれば男児であって も母

親による殺pi'が容易であるためと考え られる.一 家心巾

に関 しては,MarzukD1は 「典型的には,う つ状態で,

妄想的な高齢の男性が,妻,子 供,時 にはペットまで殺

し,加if者 は自分が家族を救 う愛他主義者であると考え

ている」「他に,身 体的,精 神的に無能力である成人の

扶養している子供を配偶者 とともに殺すものがある」と

述べている.し か し本研究では13件 の一家心巾のうち

5f'kの加害者が30　riftの 男性であ り,高 齢ではなくむ

しろ働き盛りの父親であった.ま た,判 明 している動機

としては経済問題が最 も多かった.こ の違いの理由とし

ては,第 一に一家心中の概念が海外 と我が国とで異なっ

ていると考え られ ること,核 家族化が進み,高 齢者が一

家心中の加箸者になりえないこと,子 供の弱気が動機の

場合,母 子心pが 選ばれることが多いためと考えられる,

配偶者間の無理心中の動機は我が国では屑気,経 済問題

が多 く,恋 愛 上の嫉妬のタイプが50～75%を 占めるア

メリが'と は大きく異なっている.

6,珊 子心 中 の ハ イ リ ス ク

　 母 子 心 中 で は 表3,表4の よ う に加n　 は30歳 代 前

'k=の母 親 が 多 く
,被 害 者 は1歳 未 満 の.子供 が 多 い.破 害

者 の 人 数 は110例 の う ち96例 が1人 で あ った.

7.加 冨の手段および年代による変遷

　加害の手段は絞頸が最 も多いが(衷7,8).同 じ窒息

的な手段の中で も挺頸 は少なく,直 接徒手的にi+息 させ

ることには心理的に抵抗があるためと考えられる.銃 の

親制が磁 しい香港で も絞頸 を始めとする窒息的手段が

26%とbyも 多く9i,銃 を用いることが出来ない国では絞

gh.が最も多く用いられる手段であるとxえ られる.ま た,

母子心lrlでは一酸化炭素中毒など暴力的でない手段が選

ばれることが多い.合 意のある心中では睡眠薬中毒,一

酸化炭素中毒の順 に多 く,母 子心中と同様に暴力的な手

段 は少なかった.絞 頸は索状物の人手が容易なためどの

年代にも見られるが.一 酸化炭素巾r.i/3PrgS市ガスに一酸
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化 炭 素 が 含 まれ な くな った こ と に よ り,ま た薬 物 中iof3

手 段 と して最 も多 い睡 眠 薬 で 比 較 的 安 全 なベ ンゾ ジア ゼ

ピ ン系が 開 発 され,パ ル ビッ ー ル系 の 処 方 が 激 減 した こ

と に よ り,近 年 で13Ar.く 見 られ な くな って い る(表9).

ま た,殺 人 で は 刃器 によ る刺 殺 が最 も多 く,次 いで 絞 頸,

拒 頸 な どの 窒 息 的 な 手段.撲 殺 の順 で あ り,墨 力的 な 手

段 が 多 か った。

8.ア ルコールとの関係

　殺人の方が無理心中に比べ酩酊状態(血 中アルコール

濃度がlmg/ml以 上)に ある破害者が約5倍(15%対

3%)も 多かった.こ のことから殺人ではアルコールに

よる暴力的な衝動に対する抑制の欠如が犯行の主要な動

機となっているが,無 理心中ではアルコールの影響はあ

まり関係ないと言える.

9.心 中(suicide　 pact)に つ いて

　 本 研究 で は,わ が国 で特 徴 的 と さ れて き た異 性 心 中,

love　suicide　 pactは22例 しか 見 られ ず,他 の 文 献 の 事

例 も合 意 の 有 無 や 手 段 を厳 密 に 評 価 す る と従 来love

suicide　 pactと され て き た事 例 の 多 くが 実 際 は無 理 心 中

で あ った と考 え られ る.異 性 ど う しの無 理 心 中 は 且6例,

6%し か 見 られ ず,作 田2。の 研 究 の7%と ほぼ 一 致 して

い る.1960年 代 以 降 異 性 心 巾 が 減 少 して い るの はv:,

その 大 き な動 機 で あ った 恋愛 や 結 婚 に関 す る制 限 が緩 く

な り,自 由 に な った た め と考 え られ る.一 方,海 外 で は

心 中 を 「二 人 が同 時 に,通 常 は 同 じ場 所 で 自殺 す る相 互

の 試 み 」 と ご く簡 単 に定 義 して お り:n,そ の 頻 度 は400

件 の 既 遂 の 自殺 に 且件 の 割 合 で あ る と言 わ れ て お り,非

常 に稀 で あ るzo.ま た心 中　 13一 般 に50歳 以 上 の 夫 婦

で あ り,心 中 を提 案 す るの は 自 己 破 壌 的 な行 為 の 既 往 の

あ る うっ 状 態 の 男性 で,冑 年 の ケ ー スは 更 に稀 で あ る と

され て い る24》.こ の た め,若 い カ ップ ル が 恋 の 悩 み か ら

「心 中 」 す る こ とが 文 学 や演 劇 に も描 か れ た とい うわ が

国 の 歴 史的 背 景 が海 外 の 研 究 者 に異 性 心 巾 が 日本 に特 徴

的 で あ る と考 え させ たの で あ ろ う.ま た,Westは 心 中

を二 種類 の グ ルー プ に 分 頬 して い る251.即 ち,二 人 が 自

殺 を決 意 し,そ の後 各 々が 自殺 す る もの と,一 方 が 相 手

に ま ず 自 分 を 殺 す こと を頼 む,あ る い は 命 令 し,そ の後

相 手 が 自 殺 す る もの で あ る.前 者 が よ り一 般 的 で あ り,

後 者 は一 方 が 身 体 的 な 障害 か ら自殺 す る こ とが 困 難 な場

合 に 見 られ る と され て い る.し か し,後 者 は 法 医学 的 に

は無 理 心 中 と考 え られ る.一 方,心 中 とさ れ るケ ー スに

お い て も心 中 の 発案 者 か ら柑 手 に対 し一 緒 に 自殺 す る よ

う圧 力 が か か って い る こ と も多 い と さ1れて お り:fi',相 妊

の意志が同等とは言えないことも多いと考えられる.

10.今 後の防止策

　無理心中の防止については,わ がICIではその4割 以上

を占める母子心中の防止が重要である,母 子心巾の背景

としてまず母親の孤立が考えられ,こ のため看護の側か

らは看護師,助 産師,保 健師による3ヶ 月までの育児の

訪問指導が提案されている37,劉.こ れにより母親の孤立

が防がれるだけでなく,産 褥期精神陳害のようなTh神病

が早期に発見される効果が期待される.今 日のように核

家族化のため容易に肉親の支援を期待できない状況では,

このような血縁以外の支援が必要となるであろう.ま た,

心中に1眼らず自殺一般に言えることは,過 去の自殺やう

っの既往,喪 失体験などは重要な警告指標である.家 族

やかかりっけ医がこれらに注意 して早期にうっを発見 し,

iii門的な治療につなげることも電要な防止策である.さ

らに家族の死を目の当たりにした子供がPTSDと なる

ことも十分考えられる.今 後はサバイバーの人生の再建

にっいての研究もなされねばならないであろうゆ.

総　　括

　慶磁義塾大学医学部法医学教 室で1945年9月 か ら

2003年12月 までに行われた司法解剖事例の中か ら無

理心中および合意のある心中の事例を調査し,そ の特徴

にっいて検討 し,海 外文献との比較を行った.そ の結果,

1.無 理心中の中では母子心中が多いのに対し,海 外で

　　は配偶者,恋 人の間での無理心中が多い.

2.母 子心中の動機は育児ノイローゼが最も多く,海 外

　　での配偶者,恋 人の間での無理心中の動機は関係の

　　破綻が多い.

3.無 理心中の手段は絞頸が最も多 く,海 外では銃が最

　　も多い.合 意のある心中では一酸化炭素中毒や薬物

　　ll1毒など暴力的でない手段が用いられることが多い.

4.わ が国に特徴的とされてきた恋人どうしの合意のあ

　　る心中は実際は少なく,特 に1960年 代以降はほと

　　んど見られない.

5.無 理心中を定義する上で殺人と自殺の間の間隔を議

　　論することに意味はなく,解 剖紀録等を参照 し加害

　　者が被害者を殺害 した後に自殺する意志を持ってい

　　たかどうかで判断するべきである。

　檎を終えるにあた り御指導を賜りました慶慮義塾大学

医学部精神神経科学教室,鹿 島晒雄教授に深甚なる謝意

を炎 します.ま た,多 大なる御支援 と御助言を頂 きまし
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た北里大学医学部法医学教蜜,栗 原克由教授に深謝致 し

ます.な らびに症例検討に御協力頂きました慶懸義塾大

学医学部法医学教室,北 里大学医学部法医学教室の教職

員および大学院生の方々に心より感謝巾し上げます,
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